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障がい者制度改革推進会議

第 30回 (H23.2.14)1 資料 1【総則】

(下線は改正部分 )

障害者基本法の改正について(案 )

※本案は、政府部内で調整中のものである。

案 (参考)現行法

(1)

(目 的)

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基
本的人権を享

―
El人として尊重されるものであるとの理念に

(目 的)

第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のた
めの施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の
責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援
等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者
の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画
的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。

のっとり、全てQ回星が、障害の有無によって分け隔てられること
なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することができる
社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のた
めの施策に関し、基本原則を定め、及び国(地方公共団体等の責
務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等
のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の
自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的がつ計画的
に推進することを目的とすること。

(2)

(定義)

この法律において、―及び二に掲げる用語の意義は、それぞれ一

行 観ゝ念その他=切のものをいうものとすること。
無 宣.金上皿 壁となるような社会における事物 制ヽ度、慣

(定義)                |
第二条 この法律において「障害者」とはt身体障害、知的障害又
は精神障害 (以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常
生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

…
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案 (参考)現行法

(3)

(地域社会における共生等 )

(1)に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者
(基本的理念)

第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳に
ら、さわしい生活を保障される権利を有する。
2すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化
その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。

と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜら
れ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを
前提としつつ、次に掲げる事項を旨として計画的に図られなけれ
ばならないこと。
二 全【障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化
その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての
選壺ヒ動盤2が確保漁 型基盤圭金Lお量【地の人空上生生するこ
とができること。
三 全て障害者は、可能な限り、情報の取得若しくは利用又は意
思疎通のための手段についての選択の機会が確保されること

(4)

(差別の禁止 )

1 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその
他の権利利益を侵害する行為をしてはならないこと。
2社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存

(基本的理念)

第二条
3何人も、障害者に対して、障害を理由として、
他の権利利益を侵害する行為をしてはならない

差別することその

し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠るこ
とによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施に
つ いて合理 的な配 慮 がされなけれ ばなおないこル^

旦 国は、1の違反の防止に関する普及啓発を図るため、当該違
反の防上を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行
うものとすることn
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案 (参考)現行法

(5)

(国 際的協調 )

(1)に規 定する社会Ω 実現 は、そのための施策が国際社会にお (新設)

量孟里血壁量整翌鯉墨系を左Lて Llこことに鑑み、国際的協調の下
に図られなければならないことハ

(6)

(国 及び地方公共団体の責務 )

国及び地方公共団体は、
下単に「基本原則 |という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参
加の支援等のための施策を策定し、及び計画的に実施するこルに

(国及び地方公共団体の責務 )

第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁:護及び障害

魏挙恵重躍1錨罐輯渕巫亀繁醜彗奢李想「より、障害者の福祉を増進する責務を有すること。

(7)                           ~丁
~

(国 民の理解 )

国及び

“

方公共団体は、基本原則に関する国民Ω理解を深める
よう必要な施策を講じなければならないこと。

(国 民の理解 )

第五条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい
理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

(8)

(国 民の責務 )

国民は、基本原則にのつとり、(¬ )に規定する社会の実現に寄与
するよう努めなければならないこと。

(国民の責務)

第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増
進に協力するよう努めなければならない。
2国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重さ
れ、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆ

募毬霧写肩認唇訛
ることができる

～

会の実写に寄与するよう
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案 (参考)現行法

(9)

(障害者週間)

1 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるととも
に、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加
することを促進するため、障害者週間を設けること。
2障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とす
ること。
3国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援
等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力存

(障害者週間)

第七条 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深
めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の
活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者週間を設け
る。
2障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とす
る。
3国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨にふさわしい事業
を実施するよう努めなければならない。図りながら、障害者週間の趣旨に応、さわしい事業を実施するよう

努めなければならないこと。,

(10)

(施策の基本方針).1 
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害

者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有
機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければなら
ないこと:

2国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援

(施策の基本方針)

第八条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害
の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、
及び実施されなければならない。
2障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の
自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域に
おいて自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなけれ
ばならない。

等のための施策を講ずるに当たつては、障害者その他の関係者
の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならないこ
L
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案 (参考)現行法

(11)     .

(障害者基本計画等)

1 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策
の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に
関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しな
ければならないこと。
2 都道府県は1障害者基本計画を基本とするとともに、当該都
道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県におけ
る障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障
害者計画」という。)を策定しなければならないこと。
3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本
とするとともに、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第
二条第四項 の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害
者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策
に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策
定しなければならないこと。
4内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに

'瞳害者政策委員会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成
し、閣議の決定を求めなければならないこと。
5都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、
(34)の 1の審議会その他の合議壺1の機関の意見を聴かなけれ
ばならないこと。

(障害者基本計画等 )

第九条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に
関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のた
めの施策に関する基本的な計画 (以下「障害者基本計画」とい
う。)を策定しなければならない。
2都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道
府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における
障害者のための施策に関する基本的な計画 (以下「者F道府県障害
者計画」という。)を策定しなければならない。
3市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本
とするとともに、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二
条第四項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者
の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に
関する基本的な計画 (以下「市町村障害者計画」という。)を策定し
なければならない。
4内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中
央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案
を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、
地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。
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案 (参考)現行法

6市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、(34)
の4の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあつ
てはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係
者の意見を聴かなければならないこと。
7 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報
告するとともに、その要旨を公表しなければならないこと。
8 2又は3の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者
計画が策定されたときはt都道府県知事又は市町村長は、これを
当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するととも
に、その要旨を公表しなければならないこと。
9 4及び7の規定は障害者基本計画の変更について、5及び8
の規定は都道府県障害者計画の変更について、6及び8の規定
は市町村障害者計画の変更について準用すること。

6市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、地方
障害者施策推進協議会を設置している場合にあつてはその意見
を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴
かなければならない。
7政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告
するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市
町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村
長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告
するとともに、その要旨を公表しなければならない。
9第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更につい
て、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更につい
て、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について
準用する。

(12)

(法制上の措置等 )

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政
上の措置を講じなければならないこと。

(法制上の措置等 )

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制
上及び財政上の措置を講じなければならない。

(13)

(年次報告 )

政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関す
る報告書を提出しなければならないこと。

(年次報告 )

第十一条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の
概況に関する報告書を提出しなければならない。
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【基本的施策】

案 参考 (現行法 )

(14)

(医療、介護等)

1 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得
し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーション
の提供を行うよう必要な施策を講じなければならないこと。
2国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビ
リテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限り地
域社会におけるその身近な場所においてこれらを受けられるよう
必要な施策、を計画艶l二 講ずるものとするほか、その人権に十分配
慮しなければならないこと。
旦 国及び地方公共団体は、1に規定する医療及びリハビリテー
ションの研究(開発及び普及を促進しなければならないこと。
4国 及び地方公共団体は、障害者が二その性別、年齢ェ障害の
状態及び生活の実態に応じ、医療、介護、生活支援その他自立
のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければ
ならないこと。
旦 国及び地方公共団体は、1及び4に規定する施策を講ずるた
めに必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有す
る職員を育成するよう努めなければならないこと。
全 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の
給付又は貸与その他障害者が日常生活及び社会生活を営むの
に必要な施策を講じなければならないこと。
ヱ 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために
必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を
促進しなければならないこと。

第二章 障害者の福祉に関する基本的施策        ~
(医療、介護等 )

第十二条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、
取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテー
ションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリ
テーションの研究、開発及び普及を促進しなければならない。
3国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及び障害の状態
に応じ、医療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援を
受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
4国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講
ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能
を有する職員を育成するよう努めなければならない。
5国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の
給付又は貸与その他障害者が日常生活を営むのに必要な施策を
講じなければならない。
6国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために
必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者ネ甫助犬の育成等を
促進しなければならない。
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案 参考 (現行法 )

(15)

(障害者である子ども等への支援)

国及び地方/Ak共 団体L皿 害者で出 子ども及びその保護者が (新設 )

藍 巳亜盪地域           盪正 1二おいて、療育の誨
援至壺」塾五五よう必要な施策盗壁E上 lサればなら

ないこと。

(16)

(年金等 )

国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資する
ため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければなら
ないこと。

(年金等 )

第十三条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安
定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じな
ければならない。

(17)

(教育)

1 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害
の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の
内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ
ばならないこと。
2国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研
究 人ゝ材の確保及び資質の向上並びに学校施設の整備を促進し
なければならないこと。
3国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のな
い児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることに
よつて、その相互理解を促進しなければならないこと。

(教育 )

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及
び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、
教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じ
なければならない。
2国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研
究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。
3国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のな
い児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることに
よつて、その相互理解を促進しなければならない。
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案 参考 (現行法 )

(18)

(職業相 談 等 )

1 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保
に努める等、その職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能
力に応じて、適切な職業に従事することができるようにするため、
個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練
及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない
こと。
2国及び地方公共団体は、′障害者に適した職種及び職域に関す
る調査及び研究を促進しなければならないこと。
3国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の

[燿腫言3勝2馳燎婆r譜馨躙 総誰
と。

(職業相談等 )

第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を
尊重しつつ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事するこ
とができるようにするため、その障害の状態に配慮した職業相談、
職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講
じなければならない。
2国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関す
る調査及び研究を促進しなければならない。
3国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の
場及び障害者の1職業訓練のための施設の拡充を図るため、これ
に必要な費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(19)

(雇用の促進等 )

1 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害
者の特性を踏まえつう、優先雇用その他の施策を講じなければな
らないこと。
2事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評
価し、適切な雇用の場を与えるとともに、個々の障害者の特性に
応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう
努めなければならないこと。
3国及び地方公共団体はt障害者を雇用する事業主に対して、
障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の
促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要とな
る施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策
を講じなければならないこと。

(雇用の促進等)

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するた
め、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の
施策を講じなければならない。
2事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、
その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるととも
に適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努
めなければならない。
3国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、
障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の
促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要とな
る施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策
を講じなければならない。
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案 参考 (現行法 )

(20)

(住宅の確保 )

国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生
活を営むことができるようにするため、障害者のための住宅を確
保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進す
るよう必要な施策を講じなければならないこと。

(住宅の確保 )

第十七条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図る
ため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に
適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなけれ
ばならない。

(21)

(公 共的施設のバリアフリー化 )

1 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによ
つて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する
官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障害者が
円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的
推進を図らなければならないこと。
2交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の
利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を支
援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑に利用でき
るような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなけ
ればならないこと。
3 国及び地方公共団体は、2の規定により行われる公共的施設
の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるよう
にするため、必要な施策を講じなければならないこと。
4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら
設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者
補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければなら
ないこと。

(公共的施設のバリアフリー化)

第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図る
ことによつて障害者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設
置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設について、障
害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の
計画的推進を図らなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者
の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立及び社会参加を
支援するため、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設につ
いて、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整
備等の計画的推進に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共
的施設の構造及び設備の整備等が総合的かつ計画的に推進さ
れるようにするため、必要な施策を講じなければならない。
4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら
設置する公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者
補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなければなら
ない。
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案 参考 (現行法 )

(22)

(情幸長の利用におけるバリアフリー化)

1 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、その
意思を表示し、及び他人との意思疎通を図ることができるようにす
るため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置そ
の他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関
する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設
の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならないこと。
2国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態が生じた場合
に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に障害者に伝

(1青幸長の利用におけるバリアフリー化)

第十九条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を和1用
し、及びその意思を表示できるようにするため、障害者が利用しや
すい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、
電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、
障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要
な施策を講じなければならない。
2国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野におけ
る情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便
宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
3電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並
びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造
等を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供
又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図
るよう努めなければならない。

えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化
及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつて
は、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければなら
ないこと。
3電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並
びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造
等を行う事業者 |ま 、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当
たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない
こと。

(23)

(相談等)

国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者に
対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保
護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用され
るようにしなければならないこと。

霞澤雄 4勝 艦 纏 明 謄鰤 翼弊 ″薦 綸
策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなけれ
ばならない。
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案 参考 (現行法 )

(24)

(経済的負担の軽減 )

国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済
的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制
上の措置t公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講
じなければならないこと。

(経済的負担の軽減 )

第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養
する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を
図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他
必要な施策を講じなければならない。

(25)

(文化的諸条件の整備等 )

国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化活動、スポーッ又
はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備
その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成
その他必要な施策を講じなければならないこと。

(文化的諸条件の整備等)

第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満
たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自
主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツ
を行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の
整備、文化、スポーッ等に関する活動の助成その他必要な施策を
講じなければならない6

(26)

(選挙等における配慮 )

国■び型JttAN共 団体li三法律Xは条例の定めるところにより行わ (新設)

れる選挙、国民審査又は投票におしヽて生障害者が円滑l二投票で
きるようにするため亜投里mXは 設備の整備その他必要な
施策を講じなければならないことn

(27)

(刑事手続 における配慮等 )

国及び地方公共団体は、障害者が1干J事事件の檀査若Lく は審判 (新設)

又は刑、保護処分その他拘禁の処金の対象となrDた場合におい
て、障害者がその権利を円滑に行値す社 とができるようにするた
めJ皿畳Ω障害者の豊性彙 必要な意思疎通の手段の確保
m必 要な配慮をするとともに、平素から関係職員に対する
研修その他の必要な施策を講じなければならないこと。
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案 参考 (現行法 )

(28)

(国 際協 力 )

国旦J墜艶畳の自立■三社会参加の支援等のための施策を国際 (新設 )

的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体
等との情報の交換その他必墨上施策を講ずるように努めるモリのと
すること。

(29)

1 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防
に関する調査及び研究を促進しなければならないこと。
2国 及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のた
め、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷
病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなけ
ればならないこと。
3国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び
治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調
査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施
策をきめ細かく推進するよう努めなければならないこと。

第二章 障害の予防に関する基本的施策
第二十三条 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関
する調査及び研究を促進しなければならない。
2国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普
及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早
期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければな
らない。
3国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び
治療が困難であることにかんがみ、障害の原因となる難病等の調
査及び研究を推進するとともに、難病等に起因する障害があるた
め継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対
する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
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【推進体制】

案 参考 (現行法 )

(30)

(障害者政策委員会の設置 )

内閣府に、障害者政策委員会を置くこと。
第四章 障害者施策推進協議会
(中 央障害者施策推進協議会 )

糀 繊 鍵 |]鵬 躊∋電量奮動 。印1管訂 Ъ雹麗
処理するため、中央障害者施策推進協議会 (以下「中央協議会」
という。)を置く。

(31)

(障害者政策委員会の所掌事務)

1 障害者政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどること (新設 )

― 障害者基本計画に関し、(11)の 4((11)の 9において準用す
る場合を含む1)に規定する事項を処理することn

二 障害者基本計画に関する事項に関し、調査審議し、必要があ
ると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を
述べること。
三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めると
豊は、_内 閣総理大臣又 lよ 内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧
告すること。
2内閣総理大臣又は関係各大臣は、1の二の規定による勧告に
基づき講じた施策につ墜【障害者重案委員会に報告しなければ
ならないこと。
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案 参考 (現行法)

(32)

1 障害者政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要が z

ると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見

孟の所皇事務を遂行するため特に必要

(新設 )

(33)                                                             ~

(障害者政策委員会の組織)

1 障害者政策委員会は、委員三十人以内で組織すること。
2障害者政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社
会参加に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうち
から、内閣総理大臣が任命すること。この場合において、委員の
構成につぃては、障害者政策委員会が様々な障害者の意見を聴
き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなる
よう、配慮されなければならないこと。
3障害者政策委員会の委員は、非常勤とすること。
41～ 3に定めるもののほか、障害者政策委員会の組織及び運
営に関し必要な事項は、政令で定めること。

第二十五条 中央協議会は、委員三十人以内で組織する。
2中央協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に
従事する者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が
任命する。この場合において、委員の構成について|ま 、中央協議
会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた協議を
行うことができる,こ ととなるよう、配慮されなければならない。
3中央協議会の委員は、非常勤とする。
4前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関
し必要な事項は、政令で定める。
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参考 (現行法)

(34)

(割:追肘 県 寺 に お ける含 議 市Jの 機 関 )

1都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定
者「市 (以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、次に掲げ
る事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くこ
と。
す 都道府県障害者計画に関し、(11)の 5((11)の 9において準
用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計
画的な推進につぃて必要な事項を調査審議し、及びその施策の
実施状況を監視すること。
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について
必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議す
ること。                             .

の組織及び運営に

4市町村 (指定都市を除く。以下同じ。)は、条例で定めるところ
により、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制
の機関を置くことができること。
二 市町村障害者計画l二 関しt(11)の 6((11)の 9において準用

52及び3の規定は、4の規定により合議制の機関が置かれた場
合に準用する。この場合において、3中「都道府県」とあるのは「市

関し必要な事項は、条例で定めること。

こと。

(地方障害者施策推進協議会 )

第二十六条 都道府県 (地方自治法第二百五十二条の十九第一
項の指定都市 (以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、
地方障害者施策推進協議会を置く。
2都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲
げる事務をつかさどる。
一 都道府県障害者計画に関し、第九条第五項 (同 条第九項にお
いて準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計
画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について
必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議す
ること。
3都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び
運営に関し必要な事項は、条例で定める。

4市町村 (指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、地方
障害者施策推進協議会を置くことができる。
5第二項及び第二項の規定は、前項の規定により地方障害者施
策推進協議会が置かれた場合に準用する。この場合において、第
二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」
と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害
者計画」と、「第九条第五項(同条第九項において準用する場合を
含む。)」 とあるのは「第九条第六項 (同 条第九項において準用す
る場合を含む。)」 と、第二項中「都道府県」とあるのは「市町村(指
定都市を除く。)」 と読み替えるものとする。



障がい者制度改革推進会議

第 30回 (H23.2.14)1参 考資料

か りやすい第二次意見作業チーム提出資

障害者制度改革推進のための第二次意見

法律や制度をより良いものにするための第二次意見 わかりやすい版

(案 )

_障がい者制度改革推進本部 口推進会議とは ?

「障がい者制度改革推進本部」(つ ぎからは、「推進本部」_ともヽいます)は、

総理大臣を トップに、全部の大臣をメンバーとして、内閣 (国の行政を行 う

ところ)に平成 21年 (2009年 )12月 につくられました。推進本部の目的は、

日本の法律や制度を国連の「障害者の権利条約」の考え方に合わせて変えて

いき、日本の障害のある人が暮らしやす くすることです。

国連の「障害者の権利条約」とは、障害のある人の権利を守るという国の

約束です。障害者の権利条約は、「私たちに関係することを決める時は、必ず

私たちの意見を聞いて決めること」(英語でいうと :Nothing about us without

us)と いう考え方にもとづいて、日本人を含む、世界の多くの障害のある人

が参加 してつ くられました。

【写真】国連障害者の権利条約特別委員会の政府代表団に顧間として加わつて

いた東俊裕障がい者制度改革推進会議担当室室長 (右端)

この推進本部が、障害のある人と、家族や支援者など障害のある人を支え

る人の思いをまとめて、改革を実現するためにつくったのが、「障がい者制度

改革推進会議」(つ ぎからは「推進会議」といいます)です。推進会議には全

部で26人が参加しています。半分以上は、障害のある人の代表です。例えば、

知的障害のある人、精神障害のある人、車椅子を使う人、目が見えない人、

手話を使う人、耳が聞こえづらい人などさまざまです。また、推進会議の担

当室長にも、障害のある人がなっているのは大切なことです。

推進会議は、平成 22年 (2010年)の 1月 から6月 まで、全部で 14回の会

‐1■



議を開き、これからの日本の障害のある人に関係する「法律や制度をより良

いものにする方向性」についての「第一次意見」をまとめました。

【写真】菅直人総理大臣に第■次意見を手渡す小川榮一推進会議議長

さらに,推進会議は、平成,22年 (2010年 )3月 から12月 まで全部で15回の

会議を開いて、主に新しい障害者基本法の考え方について第二次意見をまと
~

めました。これは障害者基本法を平成 23年 (2011年 )に見直すと、第一次意

見に書かれているためです。

2.情報バリアフリー・情報支援の大切さ

推進会議には、さまざまな障害のある人がいます。

会議の内容を理解して、自分の考えていることを発言するために、いろtヽ

ろな支援があります。

たとえば、知的障害のある人には、支援者がついています。会議の資料に

は、ら、り仮名がつけられています。また会議の中で、むずかしいことばが使

われたり、今、何が話されているかわからないときには、「イエローカニ ド」

(下の写真を見てください)を使つて、議長に伝えることができます。耳が

聞こえなくて、話されていることがわからない人のためには、パソコンを使

つてt何が話されているかを字幕にする人 (筆記者)がついています。

目が見えなくて、耳が聞こえない盲ろう者には、指に点字を打つ通訳者が

ういています。また、手話通訳者がいます。手話通訳者は、手話ができる人

と、手話ができない人がお互いに理解することを手助けしてくれる人です。

こうした、いろいろな障害に応じた対応 (「合理的配慮」といいます)は、

全員が会議に参加するためには欠かせません。

推進会議の様子は内閣府のホームページ (注 )の動画でも見られるように

なつています。動画にも字幕と手話があります。是非tご覧ください。

※パソコンを持つていない、使うことがむずかしい人は、住んでいる街の役

所などに相談してみてください。

-2,



【写真】推進会議r土本秋夫構成員がイエローカー ドを出している様子

(注)内閣府障害者施策ホームページ   ′

http://www8.cao.go.」 p/Sh9uga1/index.html

3.障害者基本法の改正について

1 障害者基本法改正の趣旨・目的 (障害者基本法をより良く、新しくするため

の考え方)    ‐

1)個性と人格を認め合うインクルーシブ社会の構築        ‐

一人ひとりの個性を認め、障害がある人とない人が分けられない社会

をつくります。

2)障害概念を社会モデルヘ転換、基本的人権を確認

障害についての考え方を、障害者が大変な思いをするのは社会に問題

があるという考え方 (社会モデル)に変えます。また、何が障害のある

人の基本的な人権かはつきりとさせます。

3)施策の実施状況を監視する機関の創設         ‐

障害のある人に関係する法律や制度をチエックするための機関をつく

ります。

2総則関係 (全体に関係する考え方)

障害者基本法の改正について、次のことを政府に求めます。

1)目 的 (目 指すこと)

障害があつてもなくても、個性を大切にする社会を目指します。

2)障害の定義 (障害とは何か)

社会モデル (障害者が大変な思いをするのは社会に問題があるという

考え)に基づいて、障害を説明します。

3)基本理念 (基本的な考え方)

,  障害のある人は障害のない人と同じ人権を持つていて、大切な人間と
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して認められます。そして、人間らしい生活をする権利があります。

障害のある人は、障害のない人と同じように、地域で生活する権利が

あります。そのことは、障害者の権利条約にも書かれています。

支援が必要な場合は支援を受けながら、自分で決めて、社会の様々な

活動に参加する権利があ
‐
ります。

声を使わないことばである手話や、点字、指点字、触手話、要約筆記、

わかりやすいことばなどは必要なコミュニケーションの方法です。これ

らを使って気持ちや意見を自由に言う権利があります。

4)差別の禁止 (差別を禁止する)

障害を理由とする差別に関係する法律や制度を見直します。

どういうことが差別なのか、またどうすれば差別をなくせるかについ

て情報を集め、誰でも知ることができるようにします。

5)障害のある女性

障害があることと、女性であることの両方で暮らしづらい思いをして

いる障害のある女性のことを考え、障害のある女性の権利を守ります。

6)障害のある子ども

障害のある子どもは、障害のない子どもと同じように、「思つたり、

感じていることを表現する権利」などの人権を持つていることを認めま

す。また、地域の中で、障害のある子どもや、家族に必要な支援をしま

す。

7)国及び地方公共団体の責務 (国 と都道府県市町村の責任)

国と地方公共団体 (都道府県市町村)は、障害のある人が地域で暮ら

し、社会の活動に参加するために必要な支援をする責任があります。ま

た、国と地方公共団体は、合理的配慮 (本人の障害に応じた対応)がな

いなど、障害を理由とする差別をなくす責任があります。

8)国民の理解・責務 (みんなが理解することと、みんなの責任)

-4-



障害のある人もない人も同じ権利を持つているということを、国民が

理解できるようにします。

障害があつてもなくても、国民がお互いの権利を大切にするようにし

ます。

会社や職場、学校などに障害のある人の権利を守り、1障害のある人が

様々な場面で活躍できるよう努力させます。

9)国際的協調 (国 を超えた協力)

障害のある人の権利を守るために国を超えて協力 します。

10)障害者週間 (障害のある人についての週間)     :

障害者週間では、障害のある人が弱 く守られるべき人ではないことを

伝え、障害のある人の社会の活動べの参加を進めます。障害者団体など、

民間団体に協力してもらいます。

11)施策の基本方針 (障害のある人についての法律や制度が目指す方向)

障害のある人のための法律や制度は、障害のある人の自立と社会参加

をむずか しくしている社会の問題をなくすために、つくります。女か男

か、何歳かtどんな障害を持つているかに注意 して、暮らしていて困る

ことがなくなるように支援 します。

障害者の権利条約が認めている、障害のある人が、障害のない人と同

じように、地域で生活をする権利のために、必要な法律や制度をつくら

なければなりません。

障害のある人に関係する法律や制度をつくつたり実施する時、障害の

ある人の意見を大切にします。

12)そ の他

国や地方公共団体が、障害のある人のために何をしていくのかを書い

たもの (障害者基本計画や都道府県市町村障害者計画)を つくるときは、

障害のある人が参加 します。

障害者基本法に書かれたことを実行するために、差別を禁止する法律
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など必要な法律をつ くつたり、必要な政府のお金 (予算)を 用意 します。

障害のある人の暮 らしがどうなつているのかや、障害のある人に関係

する法律や制度についての報告書を毎年:国会に出します。

2基本的施策関係 (基本的な法律と制度 )

.次のことを政府に求めます。

1)地域生活 (みんなと二緒にまちでくらす)        ‐

地域で暮らす権利を実現するために、親や家族だけにたよらなくても

自分が望む必要な支援が受けられるよう法律や制度をつくります。障害

のある人が施設や病院ではなく、地域で暮らせるように支援を増やしま

す。

支援にお金を一部払う場合でも、家族の収入を含まないで、自分の収

入だけに合わせて決めます。

2)労働と雇用 (はたらく)

障害のある人は労働者としての権利が守られ、はたらく場で必要な支

援や合理的配慮 (本人の障害に応じた対応)を受けながら、暮らせるだ

けの給料がもらって働けるように法律や制度をつくります。

障害のある人がさまざまな仕事をできるように法律や制度をつくりま

す。

法律で決められている障害のある人を雇う義務を、身体障害と知的障

害以外の障害にも広げるための法律や制度をつくります。

3)教育 (学校と勉強)

障害のある子どももない子どももいっしよに勉強する制度 (イ ンクル

ニシブ教育制度)をつくります。

どの学校、学級で勉強するかを決める時に、本人や保護者の気持ちに

従います。

障害のある子ども一人ひとりに必要な支援や、合理的配慮 (本人の障

害に応じた対応)を提供するための法律や制度をつくります。
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4)健康、医療 (健康と病院 )

障害のある人の権利を守って、必要な病院に行けた り、医者に診ても

らえるように法律や制度をつ くります。         1

身近な場所で必要な時に病院に行つたり1医者に診てもらえたり、支

援が受けられるようにする法律や制度をつくります。

難病 (治すのがむずかしい特別な病気)の調査や研究を進めます。

5)障害の原因の予防 (障害の原因となることをなくす )

障害が悪いことだと感 じられる言い方や書き方は しません。

障害の原因をな くす ことは、みんなの健康を守るための法律や制度の

一部として行います。

6)精神障害者に係る地域移行の促進 と医療における適正手続の確保 (精神

障害のある人が地域で暮 らせるようにして、望まないのに入院させ られる

ことがないようにする)

地域で受け入れる支援がないために、精神障害のある人が必要もない

のに精神病院に入院 していること (社会的入院)を、支援を増やすこと

によってなくし、地域で自立 した生活ができるようにする法律や制度を

つくります。

本人が望まない医療を受けさせるときでも、本人の権利が守られる制

度をつ くります。

7)相談等 (困 つたときに、相談できる)

障害のある人がそれぞれわか りやすい方法で、身近なところで、困つ

たことや心配ごとを相談できるように、法律や制度をつくります。

障害のある人や家族などに研修をして、障害のある人や家族などが相

談を受けられる制度をつ くります。

8)住宅 (住むところ) : |

障害のある人が施設・病院や親・家族から離れて、自分で選んだ地域

での生活をするために、住宅 (住 むところ)が見つかるようする法律や
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制度をつ くります。

9)ユニバーサルデザインと技術開発 (すべての人に使いやすくtわかりや

すくする)

様々な道具や建物・設備、サービスが、障害のある人を含めてすべて

の人に使いやすく、わかりやすくしていくことがュニバーサルデザイン

です。すべての法律や制度に、ユニバーサルデザインの考え方を入れる

ようにします。

障害のある人を支える道具や機械をもっといいものにするために、法

律や制度をつくります。

10)公共的施設のバリアフリー化と交通・移動の確保 (みんなが使う建物と

乗り物をバリアフリーにする)

都会でも地方でも、みんなが使う建物や交通機関をバリアフリーにす

ることが必要です。

障害のある人が建物や交通機関を使うとき、合理的配慮が受けられる

よう法律や制度をつくります。

11)情報アクセスと言語・コミュニケーション保障 (情報を得ることと、こ

とば、コミュニケーション 〔気持ちを伝えること〕の方法が用意されるこ

と)

障害のある人が、情報を知りt理解するためには、手話や、点字、指

点字、触手話、要約筆記、わかりやすいことばなど、様々な方法が必要

です。こうした支援や方法が利用できるように、法律や制度をつくりま

す。

特に、地震や津波、台風、洪水などの災害が起きたときには、障害の

ある人に情報が伝わるように、法律や制度をつくります。

12)文化 ロスポーツ (文化とスポーツ)

障害のある人が文化 (テ レビ.、 映画、本、美術、音楽、ダンスなど)

やスポーツを楽しんだり、参加したりできるように、法律や制度をつく
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|り ます。  :

‐13)所得保障 (暮 らすためのお金 )

障害のある人が地域で生活できるように年金や手当を増や しt障害が

あることで支払わなければならないお金は少なくなるように、法律や制

度をつくります。

14)政治参加 (投票 した り、立候補する)

障害のある人が、障害のない人と同じように投票 したり、立候補する

ために、必要な支援や配慮が受けられるよう、法律や制度をつ くります。

選挙の時に、障害のある人に必要な情報が伝わ り、投票できるような

法律や制度をつ くります。

15)司法手続 (裁判と捜査、刑務所 )

障害のある人が逮捕された り、裁判に出たりするときに、必要な情報

を知 らされ、必要なことを言えるようなコミュニケーションの方法 (手

話や、点字、指点字t触手話、要約筆記、わか りやすいことばなど)が

用意されるよう、法律や制度をつくります。

また、警察官や刑務官 (刑務所ではたらく人)な どが障害のある人の

ことを理解できるように、研修を行うための法律や制度をつ くります。

16)国際協力 (国 を超える助け合い)

国は、外国の障害のある人のために、外国の政府や国際機関、様々な

民間団体と協力するための法律や制度をつくります。

障害のある人たちに関係することを含め、様々な国際協力活動に障害

のある人が参加できるよう、合理的配慮を用意 し、バ リアフリー化を進

めなければなりません。

4.推進体制 (障害のある人のための法律や制度をより良くするための仕組み)

中央障害者施策推進協議会と推進会議を合わせて、新 しい審議会を内閣府

につくります。その審議会の委員の半分以上は障害のある人とします。
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この新 しい審議会は、障害者基本計画や障害のある人に関係する制度や法

律について調べたり、話 し合います。また、どのように法律や制度が実施さ

れているかtチ ェックするのも仕事です。審議会の質問や注意に役所は必ず

返事 を しなければな りません。

新しい審議会は、集中して改革するための期間が終わる、平成 26年 (2014

年)終わりまでは、制度改革についても調べたり、話し合います。

新 しい審議会は仕事をするために、他の役所や団体に協力を求めることが

できるようにします。手話や、点字、指点字、触手話、要約筆記、わか りや

すいことばなど、必要な情報を知ることができるようにするなど、審議会の

委員が仕事をしつか りとできるようにします。

都道府県市町村の審議会は、委員の半分以上は障害のある人とし、障害の

ある人に関係して都道府県市町村が行うことをチエックすることも仕事とし

て追加します。

「障害」の表記 (「 障害」をどのように書 くか )

「障害」を、どのように書 くかについて、いろいろな意見があります。法

律では当分の間、「障害」と書き、集中して改革するための期間が終わる、平

成 26年 (2014年)終わ りまでにどうするか決めます。
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第 30回障がい者制度改革推進会議 (H23214)

小川榮一委員提出資料

2009 4 15

障害者基本法の改正に関する

日本障害フォーラム (」 DF)の見解 (抜粋)

障害者権利条約の批准にあたつて

「障害者権利条約」は、2007年 9月 28日 に日本政府が署名 し、現在、批准に向けて、障害者及び

その関係者をはじめとして、国民的な規模で、議論が行われているところである。

日本障害フォーラム (以下「JDF」 とい う。)では、「障害者権利条約」の実現に向けて、2002年の

第 1回国連特別委員会からNGO代表団を延べ約 200人送るとともに、国内においては、政府 との継

続的な意見交換、また超党派による「国連障害者の権利条約推進議員連盟」と、同条約制定に向けて

協力をしてきたところである。これ ら一連の」DFの行動は、障害者の人権の保障と尊厳の尊重並びに

障害者差別禁止法の制定を目指したものである。

」DFは、「障害者権利条約」の署名後も、その批准に向け、政府 と度重なる意見交換会を行 うとと

もに、各地域において地域フォーラム等を開催 し、広く啓発活動を行ってきた。

一方、国内においては、千葉県の 「障害のある人もない人も共に暮 らしやすい千葉県づくり条例」や

北海道の 「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすぃ地域

づくりの推進に関する条例」の制定をみた。

「障害者権利条約」の理念は、その前文に述べられているように「すべての人権及び基本的自由が

普遍的であり、不可分のものであり、相互に依存し、かつ、相互に関連を有すること並びに障害者が

すべての人権及び基本的自由を差別なしに完全に享有することを保障すること」にあり、すなわち、

“障害者は権利の主体であること"、 そして “障害者に対する差別は禁止されなければならないこと,

の 2′点に、その基本理念が集約されていると考えられる。

現在、「障害者基本法」が施行後 5年め見直 しを迎え、政府は、同法の改正に併せ、「障害者権利条

約」の批准を進めていると考えられる。JDFは (一 日も早い 「障害者権利条約」批准を願っている。

ただし、批准に関しては、同条約の規定と国内障害者関連法市1等 との整合性に配慮 しつつ、障害当事

者をはじめとして、国民の意見を充分に取 り入れ慎重に検討 していくことを望むところである。

そして、この立場からいえば、「障害者基本法」改正に臨む基本的視点は、“障害者を権利の主体 と

位置づけ、施策の客体に限定しないこと"並びに “障害者の差別を禁止する法的整備を行 うこと"等

にあると考えられる。

従つて、まず “障害者を権利の主体と位置づける「 とい う基本理念の視点から、「障害者基本法」の全

文の見直しを行 うべきである。

“障害者の差別を禁止する法的整備"に 関しては、今回の 「障害者基本法」の改正とは別途、十分

な検討を経て行 うべきと考えるが、今回の「障害者基本法」の改正の際には、法律倉」設を担保する規
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定を明記するべきである:

なお、各種の障害者関連法制等は、「障害者基本法」の改正と併行 して、引き続き整備を行つていく必

要がある:

」DFは、「障害者基本法」の改正のみを、「障害者権利条約」の批准の条件であるとは考えない。た

だし「障害者基本法Jの改正は、条約の精神や内容を十分に踏まえて行 うとともに、条約批准の主な

要件のひとつとすべきである。

このような経過を経て、」DFは 「障害者権利条約」の批准の実現を願 うものである。

以上

障害者基本法改正の基本方針 (視点)

1.障害者基本法の改正のみを、障害者権利条約の批准の条件としないこと。ただし、基本法の改正

は、条約の精神や内容を十分に踏まえて行 うとともに、条約批准の主な要件のひとつとすること。

2.障害者基本法の改正とは別に、障害者差別禁止法 (仮称)を創設すること。

3.障害者差別禁止法 (仮称)の創設時期は、障害者基本法の改正後 3年以内とし、障害者基本法改

正の条文として明文化すること。

4.障害者基本法の主な改正事項

(1)障害者を「権利の主体」に位置づけた規定 とし、「施策の客体」に限定しないこと。

(2)障害者差別禁止法制への道筋となる規定を設け、担保すること

(3)障害者基本法で改正する事項と、障害者差別禁止法 (仮称)に規定する事項を分けること。

(4)虐待防止については、障害者基本法の中に差別禁止と同様に規定すること。

(5)第 2条の定義は、障害者権利条約の規定を考慮 し、障害が態度及び環境の障壁 との相互作用か

ら生じるとい う観点を含めること。

(6)差別の定義を明確にすること。 ´

・直接差別、間接差別、合理的配慮の欠如、差別の積極的是正措置等に言及。

(7)監燥機関 .(モ ニタリング)ヤす計画本定機関 (中 障協)と 、分離 して設置し、障害者基本法の申

に規定すること。

(8)救済機関と監視機関 (モ ニタリング)は分離し、救済機関については、障害者差別禁止法 (仮

称)の 中に規定すること:

(9)障害者基本法に規定されていない事項について、規定を追力日し整理すること。

(10)同 法で規定されている事項で適切でないものは明確にすることも

・障害者の福祉に関する施策→障害者に関する施策へ訂正など

(11)そ の他         :

-2-
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本部会議

本部長  内閣総理大臣

副本部長 房長官

内閣府特命担当大臣

(障害者施策)

本部員  すべての国務大臣

参 与
(有識者 )

ゴヽ一」

障害者施策推進課長会議

(各省庁の課長級職員)

各課題 Bll推進チーム

(主要関係省庁の職員等 )

障害者施策推進本部の組織

出典 内閣府 :http://wⅧ 8.cao.go」 p/shougai/honbO/taisei.html
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障害者施策推進課長会議の設置について

平成 16年 3月 29~日 本部長決定

平成 16年 4月 1日 一 部 改 正

平成 17年 10月 1日 一 部 改 正

平成 19年 3月 23日 一 部 改 正

平成 19年 5月 22日 二 部 改 正

平成 19年 7月 1日 一 部 改 正

平成 20年 8月 1日 一 部 改 正

障害者基本計画1こ 沿った障害者
.施

策の総合的かつ効果的な推進を図る

ため、障害者施策推進本部に障害者施策推進課長会議 (以 下「推進会議」

という。)を 設置する。

推進会議の構成員は、別紙のとお りとする。

推進会議に、総合的に対応すべ き重点課題 を効果的に推進 す るため、

内閣府及 び当該課題の主要関係省庁の職 員並びに有識者に よ り構成 され

る課題別推進 チーム を設 けることがで きる。

4 推進会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、内閣府政策統括官 (共 生

社会政策担当)に おいて処理する。

5 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要

な事項は、議長が定める。
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(別 紙 )

○議長

内閣府政策統括官 (共 生社会政策担 当)付参事官 (障 害者施策担当 )

○構成員

警察庁長官官房総務課企画官

金融庁総務企画局政策課長

総務省大臣官房企画課長

法務省人権擁護局人権啓発課長

外務省総合外交政策局人権人道課長

財務省大臣官房企画官

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

厚生労働省職業安定局高齢 ヨ障害者雇用対策部障害者雇用対策課長

農林水産省経営局人材育成課長

経済産業省経済産業政策局参事官 (産 業人材政策担当 )

.国 土交通省総合政策局安心生活政策課長

環境省大 臣官房総務課長

防衛省大 臣官房文書課長

出典 :内 閣府 :http:〃www8.cao.go.jp/shougai/honbu/secchi_h16.html
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障害者施策の在 り方についての検討結果について (抜粋 )

平成20年 12月 26日

障害者施策推進課長会議

―平成 16年 6月 に障害者基本法の一部を改正する法律 (平成 16年法律第 80号)が公布さ

れ、同法附則第3条においては、「政府は、この法律の施行後 5年 を目途として、この法

律による改正後の規定の実施状況、障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障

害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。」と規定されたところである。

平成 21年 6月 には、上記改正後 5年 となることから、障害者施策推進本部の下に設置

された当会議においては、本年6月 から、この規定を踏まえ、

①これまでの障害者施策が障害者基本法の趣旨及び規定どおりに実施されてきたか。特

に、障害者基本計画 (平成 14年 12月 24日 閣議決定)及び重点施策実施 5か年計画 (平

成14年 12月 24日 障害者施策推進本部決定)に基づく施策は計画どおり実施されてき

たか。

②施策の実施状況を踏まえ、障害者施策にはどのような課題があるか。また、どのよう

な措置が必要となるか。

③障害者の権利に関する条約 (仮称)の締結に際して、障害者基本法に関しどのような

措置が必要となるか。

の各視点から検討を行つてきた。これらの検討に当たつては、障害のある人又はその御家

族等延べ 46の個人及び団体からの意見聴取を行うとともに、中央障害者施策推進協議会

及び障害者施策推進本部参与会において御議論をいただいた。

以下は、当会議における検討の結果を取りまとめたものである。

1.障害者基本法の実施状況等

:障害者基本法の実施状況等については資料 1の とおりであり、我が国の障害者施策は,

以下のとおり、法制面、予算面での各種取組等を通じて、障害の有無にかかわらず、国民

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現に向けて着実に推進されて

きている。

今後とも、障害者基本計画及び新たな重点施策実施 5か年計画 (平成 19年 12月 251日

障害者施策推進本部決定)等 に基づき、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るもの

とする。 (中 略)
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3.障害者権利条約の締結に際 し必要と考えられる障害者基本法の改正事項

平成 19年 12月 に策定された新たな重点施策実施 5か年計画 l二 おいては、「障害者権利

条約の可能な限 り早期の締結を目指 して必要な国内法令の整備を図る」 こととしている。

障害者権利条約においてはt障害を理由とする差男1の定義として「合理的配慮の否定」

という新たな概念を含むことが規定されるとともに、障害のある人等の関与・参加の下、

条約の実施の促進、保護、監視を行う枠組み等を設けることを求めている。

一方、障害者基本法においては、障害を理由とする差別の禁止に係る基本的理念、国・

地方公共団体及び国民の責務等が規定されている。

当会議においては、障害者権利条約の締結に際し、障害者基本法について1どのような

措置が必要となるか検討し、その結果、同条約の締結に際し必要と考えられる改正事項を

以下のとおり整理した。

(1)差別の定義を新たに設け、差別について類型的に記載する。

(2)(1)の 定義においては、「合理的配慮の否定」が差別に含まれることを明記する。

(3)基本的理念として規定された差別の禁止について、 (2)を踏まえたものとする。

(4)国及び地方公共団体の責務として規定された差別の防止について、 (2)を踏まえ

たものとする。

(5)国 民の理解のために、 (1)及 び (2)に おいて定義された差別に該当するおそれ

のある事例を国が収集 し、公表することとする。

(6)国民の責務における差別防止の努力について、 (2)を踏まえたものとする。

(7)中央障害者施策推進協議会について、障害者基本計画の作成及び変更の際の意見聴

取に加えて、障害者施策に関する調査審議、意見具申及び施策の実施状況の監視等の

所掌事務を追加する。

(8)中央障害者施策推進協議会について、関係行政機関に対する資料提出等の協力の要

請ができることとする。                          
｀

なお、障害 の ある人等か らの意見聴取 において、障害者基本法 の改正 に関 し、

下表 3に 掲 げる御意見 をいただ いている。 これ らの意 見の中には、障害者権利条

約の締結に当た つて必要 と考 え られ る改正事項 (上 述 の (1)～ (8))に は該

当 しな いもの も含 まれている。            ‐

(中 略 )
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表3 障害者基本法に係る障害のある人等からの意見

障害者の定義 ・障害者権利条約の規定を十分に考慮し、障害がすべての種類の機能障害に

関連するもので、態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点

を含めること。
・発達障害を明確に位置付けること。            i

差別の定義 ・合理的配慮について、あらゆる分野に関わる重要な概念として:明確な定
義づけを行うこと。

基本的理念 ・「すべて障害者は、あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」(第

3条第2項 )は恩恵的な規定であるので、「あらゆる分野の活動に参加す

る機会が確保されなければならない」と変更すること。
・障害者の差lll禁 止にういては、障害者基本法の差別禁止条項の見直 しに留

まらず、裁判規範性を持つ独立 した「障害者差別禁止法」を制定すること。

国及び地方公

共団体の責

務、

国民の責務

・国及び地方公共団体の責務として、事業者が合理的配慮を実施することが

できるための財政的支援を含む必要な措置を行うことを明記すること。
・事業者の責務として、合理的配慮の提供を含む必要な施策、支援を義務付

ける規定を明記すること。

施策の基本方

針

・第 8条第 2項の「可能な限 り」を削除し、原則として、地域生活を送るに

当たつて必要なサービスや支援を受けることができるようにすること。

医療・介護等 ・在宅生活を希望する場合には、それに必要なホームヘルプサニ ビスがきち

んと利用できるように、支給決定とサー ビス提供基盤の両面で条件整備を

行うことを明記すること。
・本人の意向に反して、ケアホームや入所施設などの特定の生活様式を強い

られることがないようにすることを明記すること。

職業相談、

雇用の促進等

雇用に関するすべての事項に関する差別の禁止 と、苦情手続等による権利

保護に関する措置の必要性を明記すること。

作業所や授産施設等から一般雇用への移行 を図るための適切な措置の必要

性を明記す ること。

小規模作業所に対する支援について規定すること。

情報の利用に

おけるバ リア

フリー化

・手話を言語 として位置付け、言語的な処遇を行 うこと。

相談等 ,障害者権利条約ではすべての障害者に法的能力を認めることとなつている

ことを踏まえ、成年後見制度に係る規定 (第 20条 )を rill除すること。
,差 別等を具体的に救済する独立 した人権救済機関の設置について明記する

こと。

障害の予防 ・障害はあつてはならず、治療 しなければならないものという障害観が色濃

く反映されているので、「障害の予防に関する基本的施策」 (第 3章標

題 )、 「早期発見及び早期治療」(第 23条第 2項 )を肖1除等すること。

障害者施策推
進協議会

・障害者施策推進協議会の位置付けと役割、当事者参画について、障害者権

利条約上の独立 した仕組みによるモニタ リングの役割を担 うため、特別の

機関―を内閣府に設置すること。

その他 ・障害者施策の策定 とその評価は、一般国民の生活実態 との比較が可能 とな

る障害者の生活実態調査 を踏まえて行われ るもの とすることを明記す る

こと。                ヽ ‐

以上の検討結果を踏まえ、当会議としては、障害者基本法について、障害者権利条約

の早期締結に向け、 3.(1)か ら (8)ま でに掲げる改正事項を盛 り込むことが適当と

考える。

障害者基本法は、これまで議員立法によつて制定・改正がなされてきたところであり、

今後、国会における障害者基本法の見直 しに向けた議論を注視 しつつ、必要な協力を行

っていくこととする。       、
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第 30回 障がい者制度改革推進会議 (H23

佐藤久夫委員提出資料

2010年 12月  日

障害者制度改革推進会議 総合福祉部会 部会長 佐藤 久夫 殿

特定非営利活動法人全国薬物依存症者家族連合会 理事長 林 隆雄

日本ダルク代表  近藤恒夫

第 45回衆議院選挙で新政権が誕生し、平成21年 司2月 8日 に閣議決定され発足した障害者制度改

革推進会議の中で、薬物やアル当ァルをはじめとする、いわゆる「依存症」について、議論がされるこ

とを強く願つてきました。

なぜならば、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の第五条で、「依存症」力`精神障害者で

あることは明記されているからです。しかしながら、「当事者」が委員と.も で招致されるどころか、議

論にすら上がっていないのが現状です。

このことに、私ども特定非営利活動法人全国薬物依存症者家族連合会は、強い危機感を感じており志

す。依存症者の中には、精神保健福祉手帳所持者であり、障害年金を受給 し、自立支援医療の対象者と

なつている人も、少なくありません。にもかかわらず、現行の自立支援法下で、依存症者が使えるサー

ビスが皆無といつても過言ではありません。

「薬物に依存しない生き方」を学び、実践 しなければ、社会の中で生きていくことができ志せん。

そこで、我々は以下の事項について(障害者制度改革推進会議において時宣に即 した適切な議論を行

うよう、強 く要望します。なお、時間をかけて論議すべき事項については後日要望させていただきます。
'

124時 間の共同生活が実施できるような施策の議論

2全国に存在する民間の依存症者施設の実態調査

3薬物使用者 (薬物未使用歴の長い)がスタッフとして常駐できる施策の議論

4依存症者に対する偏見や差別を払拭するための啓蒙啓発

5家族会活動への助成

6生活保護法との関係に関する議論

7予 防 (未成年者・家族 )、 治療 (依存症者・その家族の生活)、 社会復帰、各段階のプログラムの議論

8依存症者及び薬物に起因する犯罪者に対する回復医療を含めた適切な刑法上の処置と、刑罰によらな

い人間回復支援の議論

9医療・司法・地域社会を結ぶ依存症回復施設の議論

問い合わせ先

全国薬物依存症者家族連合会

TEL 0285-30-3313 FAX 0285-30-3314

担 当  ; 米澤 大

TEL  077-527-9788  FAX077-527-9789

携帯電話 090-31626231

E一MAIL    d yonezawa@aja.or.jp

2.14)
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制度改革への意見 2011年 1月 19日

全国薬物依存症家族連合会

理事長 林 隆雄

私 どもの法人では、全国の薬物依存症者のいる家族支援を中心にしていますが、同時に

薬物依存症者社会復帰施設の支援もしています。参考HP(http1//― yakkareh.00m/)

薬物依存症者の回復のためには、治療共同体 (仲 間)が必要であると考えています。その

ために、家族とともに家庭で回復していくのではなく、依存症当事者は、これまでと,は違

った地域、環境の中で生活 し、人間性を回復し、社会生活可能な状態にまで回復していく

ことが重要であると考えております。

入寮 している者の一部は、遠く離れて生活している家族が金銭的な支援を受け、寝食可

能な状態で回復プログラムに取り組める状態にあります。

しかしながら、多くの入寮者は生活保護受給者であり、かろうじて寝食は可能であって

も、満足のいく回復プログラムに参カロすることができません。そこで、公的な資金を得よ

うと考えるのですが、現行の障害者自立支援法の中には、依存症当事者が利用できる制度

すらないのが現状です。

依存症の特徴から、24時間の見守 りが必要であることがあげられます。つぎはぎで制

度を利用し、グループホームと日中活動の場を利用している施設もありますが、かなり

現状とかけ離れているのが実態です。

施設長やスタッフも含めて当事者であることがあります。サービス管理責任者の要件を

満たすことはもちろん、複雑な福祉制度についても理解できない部分が多いのです。

前述のように「これまでとは違った地域での回復」をしていくために、新たに住民票 を

持つことになります。そこで、生活保護の申請や自立支援給付を申請することで、施設

のある自治体の負担となっています。滋賀県では「滋賀型地域活動支援センタァ」、鳥

取県では「薬物依存症 リィヽビリ施設助成モデル事業」など、単独予算で支援してくれて

いる自治体もあります。しかしながら、残念なことにすべての自治体で実施されている

わけではありません。また、地域間での格差が大きく生じているということも実情です。

このような中で、現在皆様が中心となって進めていただいている推進会議並びに総合福

祉部会の中で、全国の依存症者の社会復帰に向けた取り組みを、もう一度見直し、なんら

かの手立てをしていただけることを、切に願ってお ります。

①

②

③

◆依存症 とは ?
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飲みすぎ、食べ過ぎ、買い物 しすぎ、働きすぎなど、個人の心身の健康・生活を脅かす

ような、自己破壊的な習慣にふけることをアディクション (嗜癖)と 言います。

アルョール ・薬物依存 。ギャンブル癖、摂食障害、盗癖、買い物中毒、ワーカーホリッ

ク、女性や子供等の弱者人の暴力などは、すべてアディクションの病、依存症です。

0薬物依存とは?

身体依存と精神依存がある。身体依存とは、薬物摂取の繰 り返しの結果、切れると離脱

症状 (禁断症状)力 出ゞてくる状態。精ネ申依存とは、「欲 しい」という渇望に抗 しきれずに、

使用に対する自己コントロールを失つた状態。身体依存が薬物依存の本体と思われがちで

すが、薬物の中には身体依存を引き起こさないものがあり、その典型が覚醒剤です。従つ

て、薬物依存とは本質的に精ネ申依存をさす。

薬物によつて興奮作用、抑制作用、幻覚作用等与える作用は異なるが、共通 して中脳に

あるA10神経系の異常を引き起こす。A10神経は、努力して目的が達成されると「至上

の喜び」を体験させてくれる重要な神経系で、薬物を体に入れると、努力なしに、いきな

り、「至上の喜び」を体験させてくれるため、渇望から逃れられなくなり精神依存状態をつ

くる。この神経系異常は、半永久的に持続する可能性があるとさえ言われている。

これ らの依存症は慢性の病気であり、完全に治癒する事はありませんが、回復し健全な

生活を取 り戻すことはできます。依存症から回復 しつつある人たちが、まだ苦 しんでいる

依存症者たちの回復を援助し、社会復帰を手助けする民間のリハビリテーション施設が各

地に出来ています。

◇マック・ダルクとは?

私たちが暮 らす現代社会はアルコールやその他の薬物が急速に広がつています。

特に若いメ、たちはこれらのアルコール、薬物に接する機会が多いため、依存症に陥るケー

スも増え、家庭や、学校、地域社会で大きな問題 となっています。しかしこのように増え

つつあるアルコニル・薬物依存の対策となるときわめて乏しいのが現状です。

アルコール、薬物依存症者 とその家族にとつて、今切実に求められているのは、この病

気からの回復者、と専門家、市民が協力し合って設立された治療・リハビリテーション施

設であるマック・ダルクです。

マック・ダルクでは、アルコール・薬物依存者が依存性の薬物から心身共に解放 される

ことを、一人の人間として成長することを目指しています。

◆ダルクとは?

日本の薬物依存症者の回復を支援する

DttC OrugAddiction Rehabihtation Center)=通称ダルクは、1985年近藤恒夫らによ

つて東京都荒川区日暮里の古い一軒家を借りて始められた。薬物依存からの回復を願う者
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たちの共同生活が原点である。

「薬物依存症は病気なのである」病気である以上、一度薬物依存症になった人間がそこか

ら立ち直ることは決して不可能ではない。

「ダルクとは毎 日グループセラピーを行つている薬物依存から回復したいとい う仲間の集

まる場である。ダルクの目的は薬物を止めたい仲間の手助けをすることだけである。 どん

な薬物依存者でもプログラムに従つて徹底的にやれば必ず回復するという希望のメッセー

ジである。グルクで回復している仲間が証明している。このプログラムは薬物依存者が社

会の有用な一員 として歩む時出会 うであろう、さまざまな困難を乗り越えるための道案内

である」。なお、ミーティングで仲間からの話は外部に対 して秘密 とする」と記されており、

当事者としての」経験を分かち合 う自助グループスタイルを用いた活動で、活動開始当初

から当事者どうし支援のみがダルクの目的である。

当事者による相互援助的関係の運動体である。ともに薬物依存経験者であるという当事者

である。いま現に薬物から回復しようとする人と、すでに回復経験のある人がそれを手助

けしようとする人であるということ。

「スタッフは当事者であるから共感できる」「次の人たちの役に立てるようになるとその人

はもう再発 しない。何故なら役に立つということで自己評価が上がるから」経験を生かし

て次の人を支援する事が援助者である当事者の回復を強める。

このように始められた薬物依存症の当事者自身による支援活動である 「ダルク」であるが

開始から25年を経て現在 42団体 68施設まで増え全国展開されている。伸びた背景として

(ア )従来の薬物政策に縛られなかった。

(イ )当 事者活動であることを前面に打ち出したこと。

(ウ )公的助成を受けられない半面医療や司法の補完的役害1を とらずにすんだ。

(ェ)あいまいな組織ゆえに位置づけされにくく、活動の制約がすくなかつた。

◇精神保健福祉法

精ネ申保健福祉法の第五条に「精ネ申障害者」の定義として 「・・・・精ネ申作用物質による急

性中毒、またはその依存症・・・を有するもの」と謳われているとおり、薬物依存症者を

「精ネ申障害者」 と定めています。それまで精ネ申医療・福祉行政の中であいまいであつた依

存症を医療を必要とする「傷病者」であると同時に、福祉を必要とする「障害者」として医

療 。福祉の援助対象として明確に位置付けた。しかし薬物依存症を「病気Jと 認め障害者

として対応する取り組みは、司法、・医療・福祉いずれの場でも不十分です。

薬物依存はⅥ里0(世界保健機関)に より世界共通概念として定義づけられている。薬物の

乱用繰り返しの結果として生じた脳の慢性的異常状態で、使用を上めようと思つてもく渇

望を自己コントロ~ルできず薬物を乱用してしまう状態。

◆障害者自立支援法では新たな困難が
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いくつかのダルクが llPO資格をとり障害者自立支援法のグループホーム等の対象施設に

なっていますが、日害」り計算による給付費の支給が施設運営を困難にし、障害者認定から

排除される薬物依存症者も多数存在 します。また、障害者自立支援法や医療法に持ちづ く

医療計画の中で、精神病院の病床肖」減が進められ、ますます薬物依存症者の受け入れ態勢

は狭まつてきています。一方、うつ病や薬物後遺症等の治療に対しても過大な処方箋投与

が行われ、升1務所内での多大な処方薬投与がなされ、処方薬依存が増大しています。病院

から追い出されていき場を失い、入所者の40%が処方薬依存という事態が各地のダルク

で起こつています。障害者自立支援法を廃止 し、それに代わる新法制定の運動が高まつて

います。その際、薬物依存症の特性とその家族の実態を踏まえた制度をつくつていくこと

が必要です。

◇ダルクの意義

[社会的意義]ダルクは当事者によって運営される NGO(非政府組織)で あり日本に於いて薬

物依存を専門とした回復施設としてパイオニア的役害」を担っていること、従来一般市民に

はなじみの薄かった薬物という問題を出版物、フォーラム、マスメディアなどを通して身

近な問題 として啓発を行つていること、依存症者がその依存症者によつて引き起こされる

であろう社会的損失(医療費、裁判費用、受刑コス ト、労働力の損失)を軽減していることな

どがあげられる。特に注目すべきことは、ダルクのプ●グラムが単に薬物の使用を止める

ことを目標 としておらず、人間性の回復を目指している点である。それによってアディク

ション(依存)の世代間連鎖を防ぐことによる社会的損失の防止 として長期的にその効果が

期待できるのである。この点に於いて、従来の管理型の強制弾薬を主とした医療や、懲罰

による抑制効果の短期的効果とは大きく視点が異なっているといえる。

[医学的意義]と しては、薬物依存の治療的共同体としての実験的試みとして、極めて古典的

であったそれまでの薬物依存の治療概念を近代化させたこと、とくに薬物 リハビリテーシ

ョン概念への注 目を高め薬物依存に対する精ネ申医療の治療限界を提示すると同時に、回復

支援 とい う医療サポー トのあり方を提示してきたこと、フォーラムなどの活動を通して薬

物依存のみならずアディクション問題の情報拠′点としての役割を担い、その活動を契機に

地方にさまざまなアディクションからの回復を目指すセルフ・グループが誕生する原動力

になってきたこと、相談窓口が開かれたことによって初期段階での医療が可能になったこ

と、 日本ではほとんど注目されなかった回復者カウンセラーの社会資源としての価値を認

知させてきたことなどがあげられる。

[司法的意義]と しては 2006年監獄法が改正され、刑務所内での薬物依存離脱指導に於いて

当事者が果たす役害1に 高い評価を与えている:薬物事犯の弁護士支援として裁判での情状

証人 として意見を述べたり、出所後にグルクが受け皿となることで再犯の防止を支援する
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ケアプログラムとして機能している。また薬物依存症者が回復する事によつて薬物の需要

(売人)と 供給 (薬物使用)は減少するため、薬物問題の抑制とという役割を果たしている。

[福祉的意義]と しては従来ほとんど未整備であつた薬物依存者の社会復帰に寄与している

こと、行政機関の精ネ申保健相談に於いて敬遠されてきた薬物問題にういて直接的な支援を

行い相談機能を向上させてきたことなどがあげられる。また薬物問題の社会資源ネットワ

ークが整備 されていない現状に於いてダクレクの持つ人脈と経験の蓄積へのニーズが高まつ

ている。

[教育的意義]と しては先述した学校における予防教育への寄与と、教員への講演活動を通し

た啓発があげられる。本来、予防機関ではないダルクに講演依頼が殺,1す ること自体がこ

れらの問題についての社会資源の貧困を象徴しているわけであるが、教育現場に薬物問題

の新 しい視点を持ち込んだことは、長期的視点から考えると教育会とダルクの双方にとっ

て有益な事であると思われる。

◆ダルクの今後の課題

①各施設の財政は多くの苦難を抱えていること。

②入寮費の家族負担が大きいこと。

③生活保護の需給者が 65.2%が と高く、生活保護支給額も低 レベルに抑えられており、ダ

ルク・NA(自 助グループ)の活動が公的に評価されていないこと。

④スタッフの養成は重要課題で、研修プログラムや体制・財政を含めて確立すべきである

罫。

⑤ダルクのもつネットワークは偏 りが大きく、回復施設としての認知を関係機関に衆知し

有効な連携を図ること。

これ らの問題以外にも、薬物依存の問題を持つ者に厳 しい社会の「偏見」の払拭と、薬物

依存にはかの精神障害を合併 した重複障害ケースの対応、未成年者特に義務教育中の薬物

依存症者への対応、薬物依存を抱える家族の回復支援体制の権立など様々な問題が累積さ

れているのが現状である。

これ らに問題の中にはグルク自身の問題だけでは解決できないものも多く、さらに広い

領域からの支援 と知恵が必要であろう。依存症が精ネ申保健福祉の対象になっているにもか

かわらず薬物依存症を「病気」と認め障害者として対応する取り組みは、司法 。医療・福

祉いずれの場でも不十分です。アディクションの回復支援に携わる現場から見れば、さら

に推 し進めて従来の精神保健福祉の考えにとらわれることなく、回復モデルを主軸 とした

アディクション(病的依存)と い う枠から独立したものとしていく必要性を感じている。回復

支援の最前線の現場に身を置 くものと施政者の温度差は小さくないし、その差を埋めてい

くことは容易ではないだろう:それであっても毎日どこかのダルクにたどり着いてくる新
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しい仲間のために、回復の道を広げていく努力を少しずつ積み重ねていくしかないのであ

るもその積み重ねによってさらに時代のニーズに近い医療・福祉が実現していくことを期

待している。

新聞記事より

薬物依存   矯正施設より長期の治療を

朝 日新聞(2009年 10月 22日 )松元俊彦  国立精ネ申神経ヤンター精神保健研究室長

国内の支援状況をみると民間の薬物依存症回復施設「ダルク」等が活動する一方、医療は

遅れている。専門病院は 10に満たない。薬物依存はるE罪だという医師4111の 偏見もいまだに

根強い。薬物依存の再犯率が高いのは治療サービスを十分に提供できていない、国側の責

任にもある。依存症治療は「貯金のできない治療」とも呼ばれ、継続的な治療が必要だ。数

少ない専門病院に入院しても自宅から遠ければ、退院後の通院も難しい。だからこそ、治

療を行 う医療機関や専門家はもつと地域で身近な存在とならなければならない。

薬物使用 刑事的悪か公衆衛生的悪か

朝 日新聞 (2009年 11月 5日 )佐 藤哲彦  熊本大教授(社会学)

9月 下旬、ベルギーで開かれた欧州連合 (EU)の 委員会主催の薬物政策に関する研究学

会に参加 した。薬物政策とい う言葉は日本ではなじみがないが、薬物や薬物使用者の処遇

に関する政策を意味し、国際的には■ll事政策や保健医療政策にかかわる社会政策の一つで

ある。欧州ではヨーロピアン・アプローチと呼ばれる独特の方法で薬物使用者を処遇 して

いる。その特徴の一つは、薬物使用は公衆衛生上の問題 という認識である。米国や 日本の

薬物使用者に刑罰を加えるアプローチと異なり「薬物依存は病気である」とい う認識が政

策の基礎にある。・・・薬物が悪いものであり、その使用が問題だということは論を待たな

い。 しかし、それが刑事的悪なのか公衆衛生上の悪なのかといつたことを私たちはもう少

し真剣に考え議論してもいいかもしれなぃ。薬物をやめられないことが問題なら必要なの

は刑事処分ではなく、医療的処置であるとも考えられるからである。
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平成 23年 1月 26日

障がい者制度改革推進会議本部

本部長 菅 直人 様

推進会議担当室長  東 俊裕 様

「障害者基本法」の抜本改正と推進会議「第二次意見」

一 障害者権利条約批准への第一歩として 一

意 見 表 明

財団法人 日本ダウン症協会

東京都新宿EXI西早稲田 2‐ 2‐ 8

理事長 玉井邦夫

「障害者基本法」抜本改正の第二次意見として財団法人日本ダウン症協会

を代表し、現在までの推進会議の論議動向を踏まえて、以下のように意見を

述べさせていただきます。

【基本理念について】

保護の対象から権利の主体へという基本的な改革の理念は、障害の種別を問

わず堅持されなければならない。

そのための中心概念のひとつとなっている自己決定については、すでに第二

次案においても「単に本人が決めたから良い、という単純な課題ではない」

という認識が示されている。この点は知的障害を含む発達障害当事者にとっ

て決定的とも言える意義を持っている。同時に、この点は技術的・制度的に

も多くの課題を有するものであり、差別禁止規定や属性への配慮と併せて、

恒常的に検証と見直しが保証されていく制度設計でなければならない。
「障害の社会モデル」「自立」とぃう鍵概念についても、上記の指摘と密接

に関連する。そもそも、 1日 来の障害者施策の根底にあったのは、一度障害者

(児)と 認定された人は生涯にわたつて障害者であるというモデルであり、

このモデルヘの抜本的な改革であることを認識すれば(改革推進会議の理念

を制度として定着させるためにはめらゆる領域のヒユ,マンサすビスの形態

や必要性判定の基準を根本的に改正することが必要とされると考えなければ

ならない。ダウン症には、知的、精神、身体の各障害を含む場合が多く、各
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障害に共通する政策が必要であ り、一つの障害が解消すればその後の支援の

必要性がなくなるとい うような短絡的な制度であってはならない。

【教育制度について】     :
。現状では、ダウン症のある子 どもを通常の学級で受け入れる地域は限られて

お り、多 くの地域においては、地域の学校の通常の学級への就学を希望した

場合、親の付き添いを強要 された り、特別支援学級や特別支援学校への転学

を勧められている。

就学先の決定は本人 。保護者の意思に反 しないことを原則 とし、通常の学級

に就学した場合には合理的配慮や必要な支援が提供 されるべきであるとする

障がい者制度改革推進会議の意見に強く賛同する。

・ インクルーシブな教育制度の提言については、基本的人権 としての主張と、

教育権・学習権の確保 とい う主張とがともすれば衝突するかのような論議が

なされてきた。インクルーシブ とい う考え方が 「障害をもつ子 どもの教育の

改革」とい う視点に留まる限り、この対立は充分な解決を見ることはないと

考える。インクル‐シブ教育を真に実現するために、教育制度については、

基本的人権の観点からの大原則を定めた上で、別の部会において継続的な検

討を必要としていると考える。

【地域生活について】

・医療、保健、福祉の領域においては、発達障害・知的障害 とい う認定を受け

た人が、必ず しもその障害領域でのみニーズを抱える人生に留まるとは限ら

ないとい う認識を明確にすべきである。この点は総合福祉法の検討において

具体化 されていくことを望む。

・生活基盤に係る領域に関しては、平等の権利を守るために、ダウン症におい

ても、特性 と個人差を踏まえた理解に基づき、可能な限 り自己決定の権利を

満足できる支援サービス、具体的には医療・教育・福祉等のサ∵ ビスヘの橋

渡 しを担 うパーソナル・アシスタン ト等の制度を創設することや、そのため

_の人材育成を含めた対策が講 じられなくてはならない。

以上
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知的障害者等の意思決定支援制度化への提言

‐ 平成 23年 2月 4日

llPO法人 東京都発達障害支援協会

理事長 柴田洋弥

私たちは、東京都内において知的障害児者への支援を行 う施設・事業所の団体です:

現在、障がい者制度改革推進会議および同総合福祉部会で、障害者制度改革について審

議されています。国連障害者権利条約に基づき、障害者を保護の対象から権利の主体へと

変革するという基本的な方向性については、それを支持し、改革に期待します6

しかし知的障害者等の意思決定支援については、現在示されている改革案においてきわ

めて不十分であると言わざるを得ません。

ここに私たちの考え方を提言し、改革の中に位置づけられるよう要望します。

●知的障害者等 と意思決定支援

○わが国の法律に「知的障害」についての定義はありませんが、一般に「知能指数が概ね

70以下で、18歳以前に発症し、生活適応困難を伴う状態」とされています (ア メリカにお

ける 「精ネ申遅滞」の定義に拠る)。
「知的障害者」には、身体障害や自開症等 と知的障害を

合併 している人も含めます。19歳以後に発症する場合は「高次脳機能障害」 と呼ばれます

が、支援の必要性についてはほぼ同じなので、それを含めて 「知的障害者等」と言 うこと

にします。

○どんなに最重度といわれる知的障害者等でも、その人なりの意思があります。また、わ

ずかに表現された意思を尊重して支援することによつて、その人はますます自信をもつて、

はっきりと表現するようになります。

○知的障害者等の当面の意思や行動がその人自身や周囲の人を傷つけてしま うような場合

でも、支援者がその人と根気強く安心感に基づく信頼関係を築くことにようて、その人も

満足でき、周囲にも受け入れられるような新たな意思決定に至 ります。

○このように、知的障害等の特徴は、社会生活に当たって「意思決定への支援」を必要と

することにあります。

③障害者権利条約における意思決定支援

○障害者権利条約第 12条は、次のように定めています (外務省仮訳)。

(1)締約国は、障害者がすべての場所において法律の前に人として認められる権利を有

することを再確認する。

(2)締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者 と平等に法的能力を享有す

ることを認める。
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(3)締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たつて必要とする支援を利用すること

ができるようにするための適当な措置をとる。

○ 「法的能力」の行使には「意思決定支援」の必要な場合があります。第 1項は知的障害

者等も意思決定の権利主体であること、第 2項は生活のあらゆる4111面 においてその意思決

定が尊重されるべきこと、第 3項はその意思決定に当たつて必要な支援が受けられるよう

に支援の制度を構築することが国の責務であることを示しています。

○ 「生活のあらゆる側面Jにおける意思決定には、「日常生活」における意思決定と、サー

ビス利用や財産などの 「非日常的な契約時」における意思決定を含んでいます。

●非日常的な契約時における意思決定支援

○個人の意思決定は、その時々の環境や人間関係との相互作用によつて決まってくるので

あり、その人に固定された「意思決定能力」というものはありません。成年後見制度は、

本人の行為を一律に制限する制度であるため、行為の制限については最小限に限るべきで

あり、現在の制度は抜本的な見直しが必要です。ましてや、被後見人の公職選挙権を剥奪

している現状は基本的人権の侵害であり、早期の改革を求めます。

○次に、支給決定やサービス利用計画作成 。契約に当たって、本人と相談支援の専門員の

みで構成される相談支援の仕組みでは、本人の意思決定支援が困難ですも本人が信頼し本

人のことを日常的によく理解 している支援者 (グループホーム 。日中活動・訪問系事業・

入所施設等の支援職員や家族)が、本人 とともに参加 して一緒に話し合う仕組みが必要で

す。第 11回総合福祉部会における「相談支援・支給決定作業チーム」報告はこの点を欠落

していますので、再検討を求めます。

e日 常生活における意思決定支援

○重要なのは、「何を食べ、何を着るか」というような身辺に関することから社会参加まで、

日常生活において行 う意思決定です。  .
〇日常生活における意思決定支援を担っているのは、グループホーム 。日中活動・訪問系

事業・入所施設等の支援職員や ともに暮 らす家族です。自立生活を支援するための個別的

な日常生活支援職員 (パーソナルアシスタン ト)が制度化 されれば特に大きな役割を担 う

こととなるでしょうが、それのみがこの支援を担うわけではありません。

○知的障害者等にとつては、この日常生活における意思決定支援こそが最も重要です。私

たちはそれを 「本人中心の支援」として究明してきました。特に、本人の意思 と支援者の

意思がお互いに影響を与えあうこと、安心と信頼に基づく相互関係の中から本人の新しい

意思が生まれることを明らかにしてきました。

○措置制度の時代の知的障害者福祉法では、「指導・副1練」することが支援職員の役害」とさ

れてきました。障害者自立支援法では 「入浴・排せつ 。食事の介護」をすることが支援職

員の役害Jと されています。しかし、今構築されようとしている新たな法制度において、知
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的障害者等に関しては 「指導」でも [介護」でもなく、「意思決定支援」が支援職員の果た

す役害」として明確に位置づけられるべきです。            |
○しかし、障がい者制度改革推進会議第二次意見書においても、また第 11回総合福祉部会

相談支援・支給決定作業チームの報告書においても、知的障害者等へのこの 「日常生活に

おける意思決定支援」にういては、全く考慮されていません:私たちは、このことについ

て再検討を行 うよう、強く求めます。

●知的障害者等の人的支援の重要性

○知的障害者等への意思決定支援は、金銭や補助具で代用することはできません (補助具

については活用することはありますが、人的支援が前提です)。 ここに、知的障害者等の支

援サービス必要度の高い理由があります。障害者 自立支援法により三障害の支援制度が統

合されるとサービス利用者の約 6割 を知的障害者が占めている結果となった理由もここに

あります し、今まで入所施設の利用率が高かった理由も、またグループホームというよう

な特殊な制度を必要とする理由も、ここにあります。

○今後は、個別的な日常生活支援職員の制度化や、多くの支援を必要とする知的障害者等

の生活可能なケアホームの制度化が必要です。またわが国の現状では、機能を明確化 しつ

つ入所施設を今後も活用 しなければならず、手薄な入所施設の支援職員配置を改革して利

用者が地域の日中活動に参加できる体制を整えるとともに、地域生活の基盤を早急に整備

して地域移行を推進すべきです。

以上、ここに提言します。

(東京都発達障害支援協会事務局 )

〒1850021 東京都国分寺市南町 2-11-1413F

甦ュ言舌  042-300-1366

Eメ ーール  t―gojyo@eos.ocn_ne jp

ホームペ‐ジ http://www.t shien.jp/index.html

ムページ httpソ/Www.t‐shien.jp/五dex.html
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障害者制度改革の推進のための基本的な方向について

年 6

政府は、障がい者制度改革推進会議 (以 下「推進会議」という。)

の 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向 (第 一次意見 )」

(平 成 22年 6月 7日 )(以 下 「第一次意見」という。)を 最大限

に尊重 し、下記のとお り、障害者の権利に関する条約 (仮 称)(以
下「障害者権利条約」という。)の 締結に必要な国内法の整備を始

め とす る我が国の障害者に,係 る制度の集中的な改革の推進 を図る

ものとする。

記

第 1 障害者制度改革の基本的考え方

あらゆる障害者が障害のない人と等 しく自らの決定 口選択に基

づき、社会のあらゆる分野の活動に参加・参画 し、地域において

自立 した生活を営む主体であることを改めて確認する。

また、 日常生活又は社会生活において障害者が受ける制限は、

社会の在 り方との関係によって生ずるものとの視点に立ち、障害

者やその家族等の生活実態も踏まえ、制度の谷間な く必要な支援

を提供するとともに、障害を理由とする差別のない社会づ くりを

目指す。

これによ り、障害の有無にかかわ らず、相互に個性の差異 と多

様性 を尊重 し、人格を認め合 う共生社会の実現を図る。

第 2 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方

第一次意見の第 3を 踏まえ、以下のとおり障害者制度改革の推

進を図るものとする。

基礎的な課題における改革の方向性

(1)地 域生活の実現 とインクルーシブな社会の構築

障害者があ らゆる分野 において社会か ら分 け隔て られる

ことな く、日常生活や社会生活を営めるよう留意 しつつ、障

害者が 自ら選択する地域への移行支援や移行後の生活支援

貞

29題２

〓戯

２成件
晴
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の充実、及び平等な社会参加を柱に据えた施策を展開すると

:之 も,に 、そのために必要な財源を確保 し、財政上の措置を講

ずるよう努める。また、障害者に対する虐待のなもヽ社会づく

りを目指す。

(2)障 害のとらえ方と諸定義の明確化

上記第 1の 「障害者制度改革の基本的考え方」を踏まえ、

障害の定義を見直すとともに、合理的配慮 (障 害者権利条約

に定めるものをいう。以下同 じ。)が提供 されない場合を含

む障害を理由とする差別や、手話及びその他の非音声言語の

定義を明確化 し、法整備も含めた必要な措置 を講ずる。

2 横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方

(1)障 害者基本法の改正と改革の推進体制

障害者基本法 (昭 和 45年法律第 84号 )の改正や改革の推

進体制について、第一次意見に沿つて、障害や差別の定義を

始め、基本的施策に関する規定の見直 し・追加、改革の集中

期間 (「 障がい者制度改革推進本部の設置について」 (平 成

21年 12月 8日 閣議決定)に 定めるものをいう。以下同 じ。)

内における改革の推進等を担 う審議会組織の設置や、改革の

集 中期間終了後に同組織 を継承 し障害者権利条約の実施状

況の監視等を担 うい、わゆるモニタ リング機関の法的位置付

け等も含め、必要な法整備の在 り方を検討 し、平成 23年 常

会への法案提出を目指す 6

(2)障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等

障害を理由とする差別を禁止するとともに、差別による人

権被害 を受けた場合の救済等を目的 と した法制度の在 り方

について、第一次意見に沿 つて必要な検討を行い、平成 25

年常会への法案提出を目指す。

これに関連 し、現在検討中の人権救済制度に関する法律案

についても、早急に提出ができるよう検討を行 う。

(3)「 障害者総合福祉法」 (仮 称)の制定

応益負担を原則 とする現行の障害者 自立支援法 (平 成 17

年法律第 123号 )を 廃止 し、制度の谷間のない支援の提供、

個々の二一ズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容

とする「障害者総合福祉法」 (仮 称)の 制定に向け、第一次
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意見に沿 つて必要な検討を行い、平成 24年 常会への法案提

出、25年 8月 までの施行を目指す。

3 個別分野における基本的方向と今後の進め方

以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な

対応 を図るよう、横断的課題の検討過程や次期障害者基本計

画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表 としてそれ

ぞれ検討期間を定め、事項 ごとに関係府省において検討 し、

所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講ずるものと

する。

(1)労働及び雇用

○ 障害者雇用促進制度における「障害者」の範囲について、就労

の困難さに視点を置いて見直すことについて検討 し、平成 24年

度内を目途にその結論を得る。

○ 障害者雇用率制度について、雇用の促進と平等な取扱いという

視点から、いわゆるダブルカウン ト制度の有効性について平成 22

年度内に検証するとともに、精神障害者の雇用義務化を図ること

を含め、積極的差別是正措置としてより実効性のある具体的方策

を検討 し、平成 24年度内を目途にその結論を得る。

○  いわゆる福祉的就労の在 り方について、労働法規の適用と工賃

の水準等を含めて、推進会議の意見を踏まえるとともに、障がい

者制度改革推進会議総合福祉部会 (以 下「総合福祉部会」という。)

における議論との整合性を図りつつ検討 し、平成 23年 内にその

結論を得る。

○ 国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関 し、

適正で効率的な調達の実施 とい う現行制度の考え方の下で、

障害者就労施設等に対する発注拡大に努めることとし、調達

に際 しての評価の在 り方等の面か ら、障害者の雇用・就業の

促進に資する具体的方策について必要な検討を行 う。

○ 労働・雇用分野における障害 を理 由とす る差別の禁止、職

場における合理的配慮の提供を確保するための措置、 これ ら

に関する労使間の紛争解決手続の整備等の具体的方策につい
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て検討を行い、平成 24年度内を目途にその結論を得る。

○ 障害者に対す る通勤支援、身体介助、職場介助、 コミュニ

ケー シ ョン支援、 ジ ョブコーチ等の職場における支援の在 り

方について、平成 23年 内を目途に得 られる総合福祉部会の検

討結果等を踏まえ、必要な措置を講ずる。

(2)教 育

○ 障害のある子 どもが障害のない子 どもと共に教育 を受ける

とい う障害者権利条約のインクルー シブ教育 システム構築の

理念を踏まえ、体制面、財政面も含めた教育制度の在 り方につ

いて、平成 22年度内に障害者基本法の改正にもかかわる制度

改革の基本的方向性についての結論を得るべ く検討を行 う。

○ 手話 口点字等による教育、発達障害、知的障害等の子 どもの

特性に応 じた教育を実現するため、手話に通 じたろう者を含む

教員や点字に通 じた視覚障害者を含む教員等の確保や、教員の

専門性向上のための具体的方策の検討の在 り方について、平成

24年 内を目途にその基本的方向性についての結論を得る。

(3)所 得 保 障等

○ 障害者が地域において自立 した生活 を営むために必要な所

得保障の在 り方について、給付水準 と負担の在 り方も含め、平

成 25年 常会への法案提出を予定 している公的年金制度の抜本

的見直 しと併せて検討 し、平成 24年 内を目途にその結論を得

る。

○ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (平

成 16年法律第 166号 )の 附則において、給付金の支給対象と

な らなか つた在 日外国人障害者等に対す る福祉的措置の検討

規定が設けられてお り、この法律附則の検討規定に基づき、立

法府その他の関係者の議論を踏まえつつ検討する。

○ 障害者の地域における自立 した生活を可能 とする観点か ら、

障害者の住宅確保のために必要な支援の在 り方について、総合

福祉部会における議論 との整合性を図 りつつ検討 し、平成 24

年内にその結論を得る。
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(4)医 療

○ 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、い

わゆる「保護者制度」の見直 し等も含め、その在 り方を検討 し、

平成 24年 内を目途にその結論を得る。

・○  「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支

援や地域生活における医療、生活面の支援に係る体制の整備に

ついて、総合福祉部会における議論 との整合性 を図 りつつ検討

し、平成 23年 内にその結論を得る。

○ 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実

のための具体的方策について、総合福祉部会における議論 との

整合性を図 りつつ検討 し、平成 24年 内を目途にその結論を得

る。

○ 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負

担 とする方向で検討 し、平成 23年 内にその結論を得る。

○ たん吸引や経管栄養等の日常における医療的ケアについて、

介助者等による実施ができるようにする方向で検討 し、平成 22

年度内にその結論を得る。

(5)障害児支援

○ 障害児やその保護者に対する相談や療育等の支援が地域の

身近なところで、利用 しやすい形で提供されるようにするため、

現状の相談支援体制の改善に向けた具体的方策について、総合

福祉部会における議論 との整合性を図 りつつ検討 し、平成 23

年内にその結論を得る。

○ 障害児に対する支援が、一般施策を踏まえつつ、適切に講 じ

られるようにするための具体的方策について、総合福祉部会に

おける議論 との整合性を図 りつつ検討 し、平成 23年 内にその

結論を得る。

(6)虐 待防止

○ 障害者に対する虐待防止制度の構築に向け、推進会議の意見

を踏まえ、速やかに必要な検討を行 う。
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(7)建 物利用・交通アクセス

○  「交通基本法」 (仮 称)の制定 と関連施策の充実について、

推進会議の意見を踏まえ、平成 23年 常会への法案提出に向け

検討する。

○ 地方における公共施設や交通機関等のバ リアフ リー整備の

促進等のため、整備対象施設の範囲の拡大や数値 目標の設定等

も含め、必要な具体的方策を検討 し、平成 22年度内を目途に

その結論を得る。

○ 公共施設や交通機関等における乗車拒否や施設及び設備の

利用拒否に関する実態を把握 した上で、その結果を踏まえ、障

害を理由とする差別の禁止に関する法律の検討と併せて、合理

的配慮が確保されるための具体的方策について検討する。

(8)情 報アクセス ロコミュニケーション保障

○ 障害の特性に配慮 した方法による情報提供が行われるよう、

関係府省が連携 し、技術的 日経済的な実現可能性を踏まえた上

で、必要な環境整備の在 り方について、障害当事者の参画も得

つつ検討 し、平成 24年 内にその結論を得る。

○ 放送事業者における現状の対応状況、取組の拡充に係る課題

等を踏まえ、平成 22年度内に、災害に関する緊急情報等の提

供について、放送事業者に対する働きかけ等の措置を検討する。

○ 国・地方公共団体による災害時の緊急連絡について、あらゆ

る障害の特性に対応 した伝達手段が確保 され るための具体的

な方策の在 り方について検討 し、平成 24年 内にその結論を得

る。

(9)政 治参加

○ 障害者が選挙情報等に容易にアクセスできるよう、点字及び

音声による「選挙のお知 らせ版」について、今年執行予定の参

議院選挙において全都道府県での配布を目指す。政見放送への

字幕 自手話の付与等については、関係機関と早急に検討を進め、

平成 22年 度内にその結論を得る。

○ 投票所への困難なアクセスや投票所の物理的バ リア等 を除
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去するための具体的方策として、投票所への移動が困難な選挙

人の投票機会の確保に十分配慮するとともに、今年執行予定のr参
議院選挙において、投票所入 り回の段差解消割合が 100%(人

的介助を含む。)と なるよう、市町村選挙管理委員会の取組を

促す。

(10)司 法手続

○ 刑事訴訟手続において、あらゆる障害の特性に応 じた配慮が

されるための具体的方策について検討 し、平成 24年 内を目途

にその結論を得る。

○ 司法関係者 (警 察官及び刑務官を含む。)に 対する障害に関

する理解を深める研修について、障害者関係団体の協力を得つ

つ、その一層の充実を図る。

(11)国 際協力

○ 障害者の地位の向上に資する政府開発援助の在 り方につい

て、政府開発援助大綱への障害者の明示的な位置付けの要否を

含め、必要な検討を行い、次期政府開発援助大綱の改定の際に

その結論を得る。

○ 現行の「アジア太平洋障害者の十年」以降のアジア太平洋経

済社会委員会 を中心 と したアジア太平洋における障害分野の

国際協力について、引き続き積極的に貢献する。
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